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資料１

新型コロナウイルス感染症について
保健福祉部（R2.5.6）

１ 発生の状況

（１）道内の発生状況及び検査の状況

別紙のとおり

（２）国内の発生状況（厚生労働省発表）

５月５日１２時までに確認されている患者は９，０５３名（※）

（※）その他１，０７７名が無症状病原体保有者、５，１０１名が症状有無確認中とな

っている。

また、５月４日現在、クルーズ船に対する検疫で７１２人の陽性を確認。

２ 国などの対応

（１）着実な検疫の実施及び強化（全ての航空便において質問票の配布、機内アナウンス

の拡大、健康カードの配布等の強化）

（２）国内における感染拡大防止に向けた対策の強化（地方自治体、医療機関と連携、地

方衛生研究所での検査）

（３）国民への情報提供（宿泊施設への周知、国民向けＱ＆Ａ）

（４）２月１日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症（感染症法第6条）及び検疫感

染症（検疫法第２条第３項）に指定

（５）２月１日、都道府県に対し「帰国者・接触者外来」、「帰国者・接触者相談センタ

ー」の設置指示。

（６）２月９日、地方衛生研究所における検疫業務（クルーズ船）に関連する検査への協

力依頼

（７）２月１２日、新型コロナウイルス感染症に関する流行地域に浙江省を追加

（８）２月１３日、無症状病原体保有者の入院を措置対象へ追加

（９）２月１５日、都道府県に対し「帰国者・接触者相談センター」、「帰国者・接触者

外来」の更なる充実について依頼。

（10）２月１７日、都道府県、保健所設置市及び特別区に対し、感染症に関する行政検査

の対象者をとりまとめた旨通知。

（11）２月１７日、新型コロナウイルス感染症についての相談･受診の目安について公表｡

（12）２月１８日、無症状病原体保有者の退院及び就業制限の取扱いを変更。

（13）２月２０日、「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」を公表

（14）２月２０日、職場における拡大防止に向けた取り組みについて、経済団体に要請。

（15）２月２４日、専門家会議見解（「ここ１～２週間が瀬戸際」）

(16) ２月２５日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定

(17) ２月２５日、厚生労働省にクラスター対策班を立ち上げ、国立感染症研究所の専門

家チームを北海道に派遣（３名）。

（18）２月２７日、釧路市へ国立感染症研究所の専門家チーム派遣（２名）

（19）２月２７日、第15回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、首相が全国全て

の小学校、中学校、高校、特別支援学校について、３月２日から春休みまで臨時休業

とすることを要請。

（20）２月２８日、当本部の感染症対策チームから北見市へ国立感染症研究所の専門家チ
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ーム派遣（２名）するとともに、その後任として、北海道に追加派遣（１名）。

（21）２月２９日、総理緊急記者会見で臨時休校の趣旨説明、所得減少に伴う助成金制度

創設などの今年度予備費2,700億円を活用した緊急対応策第２弾のとりまとめを表明。

（22）３月１日、第16回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、道内の感染者の広

がりが見える市町村住民へのマスク配布のため、国民生活緊急安定措置法に基づくメ

ーカーに対するマスクの国への売り渡しを表明。

（23）３月２日、専門家会議見解（「この一両日で明らかになったこと」、「北海道で実施

すべき対策」）

（24）３月３日、保健師を北海道に派遣（2名）

(25) ３月３日、厚生労働省が国民生活安定緊急措置法に基づきメーカーに対し、マスク

の売渡しを指示。中富良野町及び北見市への優先配布を表明。（3月5日より配布）

（26）３月５日、第17回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、水際対策を強化（中

国・韓国からの航空便の到着空港を成田、関空に制限、入国者の14日間の待機要請を

表明。（3月9日より適用））

（27）３月９日、専門家会議見解（「一定程度持ちこたえている」、「北海道の対策の効果」）

（28) ３月10日、厚生労働省がせたな町、美瑛町、木古内町、知内町へのマスクの優先配

布を表明。（3月12日より配布）

（29）３月10日、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案閣議決定

（30）３月10日、第19回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、新型コロナウイル

ス感染症に関する緊急対応策－第２弾－発表

（31）３月11日、ＷＨＯがパンデミック（世界的な大流行）を宣言

（32）３月13日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が成立。

（33）３月17日、厚生労働省が道内35市町村の介護施設等へのマスクの優先配布を表明。

（3月19日より配布）

（34）３月18日、第20回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、水際対策を強化（イ

タリア、スペイン、スイスの一部、アイスランドからの入国拒否（3月19日から適用）。

欧州諸国、イラン、エジプト38カ国からの入国者の14日間の待機要請を表明（3月21

日より適用））。

（35）３月23日、第22回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、水際対策を強化（ア

メリカ合衆国からの入国者の14日間の待機要請を表明（3月26日より適用））。

（36）３月26日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症対策本部を設置、直ちに、都道府

県対策本部を設置するよう通知。

（37）３月26日、第23回対策本部で、水際対策を強化（イタリアやスペイン、ドイツなど

ヨーロッパ２１か国とイランからの入国拒否と東南アジア、中東、アフリカからの帰

国者の14日間の待機要請を表明（3月27日より適用））。

（38）３月28日、第24回新型コロナウイルス感染症対策本部で、クラスター対策の強化や

爆発的な患者の急増に備えて病床の確保することを盛り込んだ「新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針」を決定。

（39）４月１日、第25回新型コロナウイルス感染症対策本部で水際対策を強化（入国拒否

を73の国と地域に拡大（4月3日から適用））。

（40）４月７日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について閣議決定。

（41）４月７日、緊急事態宣言。（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、

福岡県の７都府県において4月7日から5月6日まで）

（42）４月７日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、「最低
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７割、極力８割程度の接触機会の低減」、「緊急事態の対象都道府県による外出自粛

等の協力要請」などを明記。

（43) ４月11日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、「緊急

事態宣言の対象都道府県以外の都道府県が、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自

粛について、強く促す」ことを明記。

（44）４月16日、全国に緊急事態宣言。（４月7日に緊急事態宣言が出されている７都府

県のほか、新たに北海道を含む４０道府県において４月16日から５月6日まで）

（45）４月16日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、緊急事

態宣言の対象区域を全都道府県に拡大するとともに、「４月7日に緊急事態宣言が出

されている東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県のほか、こ

の７都府県と同程度にまん延が進んでいる北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、

京都府を特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県

を特定警戒都道府県（１３都道府県）」として明記。

（46）４月18日、札幌市へ国立感染症研究所の専門家チーム派遣

（47）４月22日、専門家会議見解（「人との接触を８割減らす、10のポイント」、「都道府

県知事等の更なるリーダーシップの発揮」）

（48）４月27日、第32回新型コロナウイルス感染症対策本部で水際対策を強化（入国拒否

を87の国と地域に拡大（4月29日から適用））。

（49）５月１日、専門家会議見解（「感染の状況が厳しい地域では、対策により新規感染

者数が一定水準まで低減するまでは、引き続き、「徹底した行動変容の要請」が必要。」）

（50）５月４日、政府対策本部において、５月６日までとした緊急事態宣言の期間につい

て、全都道府県を対象に５月３１日まで延長することを決定。

（51）５月４日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し、「特定

警戒都道府県」で引き続き接触機会の８割削減などを明記。

（52）５月４日、専門家会議見解（「今後の感染拡大が当面起こり難い程度にまで、取組

を継続する必要がある」、「医療提供体制については、引き続き体制強化を進めるこ

とが重要」、「長期的な対策の継続が市民生活や経済社会に与える影響という観点か

らの検討も行う体制整備を進めるべき」など）

３ 道の対応（保健福祉部）

（１）道立保健所を通じ、医療機関へ国の通知に基づき発生時対応を通知。指定感染症と

しての届出基準、検査対応等について順次周知徹底。

（２）新型コロナウイルス検査を道立衛生研究所で実施する体制整備（1月30日から検査

可能）

（３）道民等の皆様への情報提供、注意喚起

（ア）ホームページ等により道民の皆様への情報提供

Ｑ＆Ａ、休日夜間の電話対応開始

道民向けのリーフレット（相談・受診の目安）を作成

（イ）多数の方々が利用する宿泊施設、飲食店、遊技施設等への注意喚起を徹底し、北

海道外国人相談センターへの協力を依頼。

1月22日、宿泊施設、関係団体等（宿泊者への対応等）、外国人相談センター

1月23日、観光関係団体等

1月30日、宿泊施設、観光関係団体等（衛生管理等）

1月30日、交通事業者への衛生管理徹底

2月10日、宿泊施設等関係団体、観光関係団体（帰国者・接触者相談センターの周
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知等）

（ウ）保健所等による相談対応

1月30日 休日・夜間の電話対応の開始

（４）1月29日、厚生労働省へ「新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望書」提出

（５）関係会議の開催状況

1月23日 庁議

1月24日 緊急保健所長会議

1月24日 感染症危機管理対策本部幹事会開催

1月28日 〃 本部設置、第1回本部会議開催

1月31日 〃 第2回本部会議開催

1月31日 緊急保健所長会議

2月 7日 感染症危機管理対策本部 第3回本部会議開催

2月14日 〃 第4回本部会議開催

2月19日 〃 第5回本部会議開催

2月21日 〃 第6回本部会議開催

2月25日 〃 第7回本部会議開催

2月28日 〃 第8回本部会議開催

3月 3日 〃 第9回本部会議開催

3月10日 〃 第10回本部会議開催

3月18日 〃 第11回本部会議開催

3月24日 〃 第12回本部会議開催

3月27日 新型コロナウイルス感染症対策本部 第1回本部会議開催

4月２日 〃 第2回本部会議開催

4月３日 〃 第3回本部会議開催

4月７日 〃 第4回本部会議開催

4月12日 〃 第5回本部会議開催

4月17日 〃 第6回本部会議開催

4月20日 〃 第7回本部会議開催

4月24日 〃 第8回本部会議開催

4月30日 〃 第9回本部会議開催

5月 4日 〃 第10回本部会議開催

5月 6日 〃 第11回本部会議開催

（６）２月 7日、本庁及び保健所に「帰国者・接触者相談センター」設置、「帰国者・接

触者外来」の整備

（７）２月25日、保健福祉部長をチーム長とする「新型コロナウイルス感染症対策チーム」

を設置。＜５班体制：総括班、広報班、医療体制班、保健活動班、相談対応班）

また、知事による要請のもと、厚生労働省から国立感染症研究所の専門家チームの派

遣を受ける。

（８）２月26日、知事名で「新型コロナウイルス感染症に対応した学校の臨時休業等の要

請について」を発出。

（９）２月28日、知事から「新型コロナウイルス緊急事態宣言」を発表、週末（2月29日、

３月１日）の外出を控えることを呼びかけ。

（10）２月29日、知事から総理に対し「新型コロナウイルス感染症への対応に関する緊急

要望」を提出。
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（11）３月１日、知事から3月2日以降、「換気が悪く人が大勢集まる場所には行かないこ

と」、「風邪気味の方は自宅で休んでいただくこと」などについてメッセージ発出。

（12）３月２日、本庁の「帰国者・接触者相談センター」の相談時間を24時間化。

（13）３月４日、前日までの検査数、陽性者の内訳（死亡、退院、治療中）のホームペー

ジでの公表開始。

（14）３月４日、北見保健所でＰＣＲ検査を開始。

（※旭川市においても、旭川市保健所でＰＣＲ検査を開始）

（15）３月４日、知事から週末（3月8日、9日）の外出時の注意事項について呼びかけ。

（16）３月９日、衛生研究所のＰＣＲ検査機器増設（1日80人→140人）。※道全体で180

人（道衛生研140、札幌市衛生研20、北見保健所10、旭川市保健所10）

（17）３月12日、小樽市保健所及び函館市衛生検査所でＰＣＲ検査を開始。※道全体で20

0人（道衛生研140、札幌市衛生研20、北見保健所10、旭川市保健所10、小樽市保健所

10、函館市衛生検査所10）

（18）３月12日、知事から週末（3月14日、15日）の外出時の注意事項について呼びかけ。

（19）３月18日、知事から緊急事態宣言（2/28～3/19）の終了と新たなステージへの移行、

外出時の注意事項について呼びかけ。

（20）３月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「北海道新型コロナウイ

ルス感染症対策本部」の設置。

（21）３月28日、政府の基本的対処方針の決定を受け、「北海道新型コロナウイルス感染

症の対処方針」を決定。

（22）３月29日、千葉県内の障害者施設における利用者及び職員の施設内集団感染の発生

事例の重大さを踏まえ、改めて社会福祉施設等に対し、施設内における感染拡大防止

対策を徹底するよう通知。

（23）４月１日、道立施設及び道主催のイベント等再開。

（24）４月７日、政府の基本的対処方針の決定を受け、「北海道新型コロナウイルス感染

症の対処方針」を改定。

（25）４月７日、国の緊急事態宣言を受け、４月８日から５月６日までを「新型コロナウ

イルス感染症集中対策期間」とすることを発表。

（26）４月８日、道の玄関口となる主要な交通拠点において、来道者に対する不要不急の

外出自粛などを呼びかけるためチラシを配架。

（27）４月９日、相談対応を充実させるため、ＬＩＮＥを活用した相談支援のための公式

アカウントを開設。

（28）４月12日、「新型コロナウイルス感染症対策チーム」に「宿泊療養班」を設置し、

既存の総括班、広報班、医療体制班、保健活動班、相談対応班とあわせ６班体制に拡

充。

（29）４月12日、北海道・札幌市緊急共同宣言を発表。４月１４日から５月６日までの間、

札幌市内の小・中・高等学校の一斉休業（札幌市からの通学生の割合が高い近隣の高

等学校も同様の措置）。この間、不特定多数の人が利用する札幌市内の公共施設を休

館。緊急事態宣言地域との往来自粛等。

（30）４月13日、「来道者・帰省者・転勤者相談ダイヤル」を開設。

（31）４月15日、「新型コロナウイルス感染症対策チーム」に「水際対策班」を新設し、

４月15日から19日の５日間、新千歳空港国内線ターミナルの到着客に対し、道として、

サーモグラフィーによる体温監視と啓発チラシによる注意喚起を実施。

(32) ４月16日、政府の基本的対処方針の変更を受け、「北海道新型コロナウイルス感染

症の対処方針」を改定。
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（33）４月17日、知事から宿泊療養に係る自衛隊への災害派遣要請。

（34）４月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「新型コロナウイルス

感染症」感染拡大防止のための「北海道」における緊急事態措置を決定。

（35）４月20日、北海道における緊急事態措置を改訂し、休業要請の措置などを追加。

（36）４月20日、札幌市内における軽症者に係る宿泊療養（宿泊施設は「東横INN札幌

すすきの南」（札幌市中央区）。）の開始（120名程度）。

（37）４月21日、「休業要請相談専用ダイヤル」を開設。

（38）４月24日、北海道における緊急事態措置を改訂し、スーパーマーケット、公園等に

おける感染拡大防止の要請（協力依頼）を追加。

（39）４月29日、軽症者について、入院を経ずに宿泊療養を実施。

（40）４月30日、宿泊療養施設２棟目（「リッチモンドホテル札幌駅前」）での受入開始

（最大140名程度）。

（41）４月30日、知事、札幌市長、北海道市長会長、北海道町村会長連名による「ゴール

デンウィーク緊急メッセージ」、「医療機関の皆様への緊急メッセージ」を発表。

（42）４月30日、「休業協力・感染リスク低減支援金」の申請受付開始（４月３０日～７

月３１日まで）。

（43）５月４日、国の「緊急事態宣言」が延長されたことを踏まえ、５月10日（日）まで

休館としている道立施設について、５月15日（金）まで休館を延長することを発表。



新型コロナウイルス感染症　道内発生状況
令和２年５月５日17時00分現在

No. 公表日 年代 性別 濃厚接触者の状況
現在調査中

現在調査中

現在調査中

現在調査中

現在調査中

現在調査中

№739
札幌市公表中
現在調査中

現在調査中

No.807
札幌市公表中
No.633
札幌市公表中
現在調査中

■検査及び患者の状況（５月５日現在）
検査件数 7,702

1 陽性累計 891 Ａ
2 陰性確認済累計 356 Ｂ
3 死亡累計 45 Ｃ
4 現在患者数 490 Ｄ（Ａ－Ｂ－Ｃ）

■宿泊療養施設入所者数
入所者数 退所者数 総入居者数

0 2 30
8 0 83
8 2 113

居住地
石狩振興局管内
（千歳市）

石狩振興局管内
（千歳市）

石狩振興局管内
（千歳市）
札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

（５月５日16時現在）
施設名

東横INN札幌すすきの南
リッチモンドホテル札幌駅前

合  計

880 5/5 90代 女性

881 5/5 50代 女性

882 5/5 60代 男性

883 5/5 70代 男性

884 5/5 50代 男性

885 5/5 60代 女性

886 5/5 40代 男性

887 5/5 40代 男性

888 5/5 70代 女性

889 5/5 60代 女性

890 5/5 60代 男性

891 5/5 20代 女性
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